
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問 

 

【送付される「資格情報のお知らせ」】について 

Q：送られてくる「資格情報のお知らせ」のみで病院の受診はできますか？ 

A：できません。 

  オンライン資格確認の対象外の医療機関受診時はマイナ保険証と一緒に提示する必要があります。 

     

Ｑ：すでにアヴァンティスタッフは契約終了して社会保険の保険証は返却しているのに送られてきました。 

 「資格情報のお知らせ」は返却するのですか？ 

A：返却は不要です。 ご自身で廃棄いただいて結構です。 

 

Ｑ：最近、扶養に入れた家族の「資格情報のお知らせ」が届かない。いつ送られてきますか 

Ａ：令和６年６月中旬以降に扶養の増減があった方で、今回の送付で届いていない場合は令和７年 1月下旬 

  協会けんぽより発送される予定です。 

 

Ｑ：送られてきた書面のことで問合せしたい。 

Ａ：協会けんぽでは、問合せ先として専用のコールセンターが設置されます。 

  「マイナ保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」や「オンライン資格確認」等に関するご質問は、 

下記までお問合せください。 

  【協会けんぽマイナンバー専用ダイヤル】 

   ●電話番号● 0570-015-369（ナビダイヤル）  ※令和６年９月２日より 

   ●受付時間● 平日 8：30～17：15（土日祝日年末年始を除く） 

 

   ※マイナンバー制度やマイナンバーカードに関する一般的なお問合せ先は、国のマイナンバー総合フリーダイヤル（0120-95-0178）に 

お願いします。 

 

【医療機関での受診】 

Ｑ：マイナ保険証の利用登録をする予定がない。今後はどうやって病院受診したらいいですか？ 

Ａ：発行済みの保険証については令和７年 12月 1日まで従来とおり使用できる経過措置が設けられます。 

  マイナ保険証をお持ちで無い方については、「資格確認書」が令和７年９月以降に発行されます。 

  この「資格確認書」を提示することで病院受診が可能です。 

  注）契約終了等で社会保険の資格を失った場合は、保険証・「資格確認書」ともに使用することは 

  できません。 

 

Ｑ：窓口に保険証と一緒に持参していた「高齢受給者証」はどうなりますか？ 

Ａ：マイナ保険証の利用登録されている方は、窓口持参が不要となります。 

 

 

 

 

 

 

 

アヴァンティスタッフ ・社会保険加入の皆さまへ 

 


